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衆
議
院
議
員
青
山
雅
幸
君
提
出
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政

府
と
の
間
の
協
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
六
十
三

年
条
約
第
五
号
。
以
下
「
日
米
協
定
」
と
い
う
。
）
は
、
日
米
協
定
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
三

十
年
間
効
力
を
有
し
、
そ
の
後
は
、
日
本
国
政
府
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
い
ず
れ
か
一
方
が
日
米
協
定
を
終
了
さ
せ

る
旨
の
通
告
を
他
方
の
政
府
に
与
え
る
こ
と
に
よ
り
日
米
協
定
を
終
了
さ
せ
る
時
ま
で
効
力
を
存
続
す
る
。
日
米
協
定
は
、

我
が
国
の
原
子
力
活
動
の
基
盤
の
一
つ
を
成
す
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、日
米
関
係
の
観
点
か
ら
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
日
米
協
定
の
安
定
的
な
運
用
の
た
め
に
も
、
日
米
原
子
力
協
力
に
関
す
る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
引
き

続
き
米
国
と
の
間
で
緊
密
に
連
携
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

仮
定
の
御
質
問
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

一



政
府
と
し
て
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
我
が
国
は
、

資
源
の
有
効
利
用
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
減
容
化
・
有
害
度
低
減
等
の
観
点
か
ら
、
使
用
済
燃
料
を
再
処
理
し
、
回

収
さ
れ
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
有
効
利
用
す
る
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
推
進
を
基
本
的
方
針
と
し
て
い
る
」
と
し
て
お
り
、
ま

た
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
「
引
き
続
き
関
係
自
治
体
や
国
際
社
会
の
理
解
を
得
つ
つ
取
り
組
む
」
と
し
て
い
る
。
そ

の
際
、
同
計
画
に
お
い
て
、
「
平
和
利
用
を
大
前
提
に
、
核
不
拡
散
へ
貢
献
し
、
国
際
的
な
理
解
を
得
な
が
ら
取
組
を
着
実

に
進
め
る
た
め
、
利
用
目
的
の
な
い
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
持
た
な
い
と
の
原
則
を
引
き
続
き
堅
持
す
る
」
と
し
て
い
る
。

二


